
【太田市様式】

㊞

( 年 月 ）

( 年 月 ）

： ④

技　術　職　員　名　簿

年 月 日

【 申 請 者 】 住 所

商 号 又 は 名 称

代 表 者 職 氏 名

● 区 分

□ 当 初 令和 日現在

□ 変 更 令和 日現在

変 更 事 由 ① 採 用 ② 退 職 ③ 資 格 取 得 資 格 喪 失 ⑤ そ の 他

（＊） 下表の変更（＊）に上記①～⑤の番号及び変更事由発生日年月日を記入してください

経営業務の管理責任者等 ※2
◎法第７条第1項・法第15条第1項

(役職名) （氏名）

(役職名) （氏名）

(役職名) （氏名）

(役職名) （氏名）

変更（＊）

事由 事由発生年月日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

※1 この名簿には、恒常的な雇用関係にある職員（３ヶ月以上継続して雇用）で、建設業法第２６条に基づき主任技術者又は監理技術者として
配置し得る技術職員を記入してください。

※2 入札契約等の権限を委任する場合は、「経営業務の管理責任者」欄に建設業法施行令第３条に規定される使用人を記載してください。

※3 建設業許可を受けている業種の営業所技術者（特定営業所技術者）を記入してください。また、入札契約等の権限を委任する場合は、「営
業所技術者（特定営業所技術者）」欄には、委任された営業所等の営業所技術者（特定営業所技術者）を記載してください。

※4 業種コードは、別表１建設業業種区分業種コード表（工事種類）(別シート)に記載された２桁のコード(01～29)を記入してください。

※5 有資格区分コードは、別表２建設工事関係技術職員資格区分コード表(別シート)に記載された３桁のコードを記入してください。　　

※6 甲種消防設備士（資格者区分コード168）及び乙種消防設備士（資格者区分コード169）は、備考欄に”甲種又は乙種”及び”１類～特類”
を記載してください。

※7 技術職員に変更があった場合には、遅滞なく変更後名簿（全技術職員）を提出してください。

※8 退職の場合は見え消しにて記入してください。

※9 記入欄が足りない場合は適宜別紙を追加してください。

営業所技術者（特定営業所技術者）※3
◎法第７条第2項・法第15条第2項
※該当する工種を記入すること。

氏　　名 生年月日

※4
業種

コード

※5
有資格区分

コード

※4
業種

コード

※5
有資格区分

コード

※4
業種

コード

※5
有資格区分

コード

監理技術者
資格者証
交付番号 備考 ※6

K(2025.11）



【太田市様式】

㊞

( 年 月 ）

( 年 月 ）

： ④

★★　★★

0 1 1 1 3 0 9 1 2 9

0 1 1 1 3

0 2 1 2 0

0 1 1 1 3 0 4 1 1 3 0 5 1 1 3

0 6 1 1 3 0 8 1 2 7 0 9 1 2 9

0 1 1 1 3 0 7 1 1 3 1 0 1 1 3

1 1 1 1 3 1 2 1 1 3

2 7 1 6 8

2 7 1 6 9

技　術　職　員　名　簿

令和 8 年 1 月 10 日

【 申 請 者 】 住 所 群馬県太田市浜町２番３５号

商 号 又 は 名 称 株式会社　▲▲▲▲

代 表 者 職 氏 名 代表取締役　★★　★★

● 区 分

■ 当 初 令和 8 1 10 日現在

□ 変 更 令和 日現在

変 更 事 由 ① 採 用 ② 退 職 ③ 資 格 取 得 資 格 喪 失 ⑤ そ の 他

（＊） 下表の変更（＊）に上記①～⑤の番号及び変更事由発生日年月日を記入してください

経営業務の管理責任者等 ※2
◎法第７条第1項・法第15条第1項

(役職名) 代表取締役 （氏名）

(役職名) 代表取締役 （氏名） ★★　★★ 土 建 左 と 石 屋 電 

(役職名) 〃 （氏名） 〃 管 タ 鋼 筋 

(役職名) 設備部長 （氏名） ●●　●● 消 

変更（＊）

事由 事由発生年月日

1 ○○　○○ 昭和30年1月1日 123456789012

2 ★★　★★ 昭和35年2月2日 2345678901

3 ■■　■■ 昭和40年4月4日 2345678901

4 ●●　●● 昭和45年4月4日 2345678901

5 〃 〃

6 □□　□□ 昭和45年4月12日

7 〃 〃

8 ○○　○○ 昭和60年3月3日 甲種1類･甲種4類

9 ○○　○○ 昭和60年10月1日 乙種4類

10

11

12

13

14

※1 この名簿には、恒常的な雇用関係にある職員（３ヶ月以上継続して雇用）で、建設業法第２６条に基づき主任技術者又は監理技術者として
配置し得る技術職員を記入してください。

※2 入札契約等の権限を委任する場合は、「経営業務の管理責任者」欄に建設業法施行令第３条に規定される使用人を記載してください。

※3 建設業許可を受けている業種の営業所技術者（特定営業所技術者）を記入してください。また、入札契約等の権限を委任する場合は、「営
業所技術者（特定営業所技術者）」欄には、委任された営業所等の営業所技術者（特定営業所技術者）を記載してください。

※4 業種コードは、別表１建設業業種区分業種コード表（工事種類）(別シート)に記載された２桁のコード(01～29)を記入してください。

※5 有資格区分コードは、別表２建設工事関係技術職員資格区分コード表(別シート)に記載された３桁のコードを記入してください。　　

※6 甲種消防設備士（資格者区分コード168）及び乙種消防設備士（資格者区分コード169）は、備考欄に”甲種又は乙種”及び”１類～特類”
を記載してください。

※7 技術職員に変更があった場合には、遅滞なく変更後名簿（全技術職員）を提出してください。

※8 退職の場合は見え消しにて記入してください。

※9 記入欄が足りない場合は適宜別紙を追加してください。

営業所技術者（特定営業所技術者）※3
◎法第７条第2項・法第15条第2項
※該当する工種を記入すること。

氏　　名 生年月日

※4
業種

コード

※5
有資格区分

コード

※4
業種

コード

※5
有資格区分

コード

※4
業種

コード

※5
有資格区分

コード

監理技術者
資格者証
交付番号 備考 ※6

提出日を記入

記入例

太田市へ申請した希望工種の中で、
有資格者を実際に配置する可能性の
ある業種コードを記載する

太田市へ申請した希望工種の営業所
技術者を記載する

K(2025.10）



【太田市様式】

㊞

( 年 月 ）

( 年 月 ）

： ④

0 1 1 1 3 0 9 1 2 9

0 1 1 1 3

0 2 1 2 0

0 8 1 2 7 0 9 1 2 9 0 9 2 6 5

0 1 0 0 2

0 1 2 1 4 2 3 2 3 4

1 0 1 3 7

0 2 0 0 1 1 8 1 9 7

1 7 1 6 7

2 0 0 0 4

0 9 2 6 5

2 7 1 6 8

2 7 1 6 9

技　術　職　員　名　簿

令和 7 年 11 月 1 日

【 申 請 者 】 住 所 群馬県太田市浜町２番３５号

商 号 又 は 名 称 株式会社　▲▲▲▲

代 表 者 職 氏 名 代表取締役　★★　★★

● 区 分

□ 当 初 令和 日現在

■ 変 更 令和 7 10 30 日現在

変 更 事 由 ① 採 用 ② 退 職 ③ 資 格 取 得 資 格 喪 失 ⑤ そ の 他

（＊） 下表の変更（＊）に上記①～⑤の番号及び変更事由発生日年月日を記入してください

経営業務の管理責任者等 ※2
◎法第７条第1項・法第15条第1項

(役職名) 代表取締役 （氏名） ★★　★★

(役職名) 代表取締役 （氏名） ★★　★★ 土 舗 解 

(役職名) 建築部長 （氏名） ■■　■■ 建 塗 防 

(役職名) 設備部長 （氏名） ●●　●● 電 管 水 

変更（＊）

事由 事由発生年月日

1 ○○　○○ 昭和30年1月1日 123456789012 ② 令和7年8月31日 退職

2 ★★　★★ 昭和35年2月2日 2345678901

3 ■■　■■ 昭和40年4月4日 2345678901

4 ●●　●● 昭和45年4月4日 2345678901

5 ○○　○○ 昭和55年4月4日 ③ 令和7年9月30日 取得(002)

6 ○○　○○ 昭和60年7月7日 ③ 令和7年5月8日 取得(234)

7 ○○　○○ 平成2年8月8日 ① 令和7年4月1日 新規採用

8 ○○　○○ 平成7年5月5日

9 ○○　○○ 平成12年6月6日 ⑤ 令和7年7月7日 改姓

10 ○○　○○ 平成17年3月3日 5678901234

11 ○○　○○ 平成22年4月4日

12 ○○　○○ 昭和60年3月3日 甲種1類･甲種4類

13 ○○　○○ 昭和60年10月1日 乙種4類

14

15

16

17

18

※1 この名簿には、恒常的な雇用関係にある職員（３ヶ月以上継続して雇用）で、建設業法第２６条に基づき主任技術者又は監理技術者として
配置し得る技術職員を記入してください。

※2 入札契約等の権限を委任する場合は、「経営業務の管理責任者」欄に建設業法施行令第３条に規定される使用人を記載してください。

※3 建設業許可を受けている業種の営業所技術者（特定営業所技術者）を記入してください。また、入札契約等の権限を委任する場合は、「営
業所技術者（特定営業所技術者）」欄には、委任された営業所等の営業所技術者（特定営業所技術者）を記載してください。

※4 業種コードは、別表１建設業業種区分業種コード表（工事種類）(別シート)に記載された２桁のコード(01～29)を記入してください。

※5 有資格区分コードは、別表２建設工事関係技術職員資格区分コード表(別シート)に記載された３桁のコードを記入してください。　　

※6 甲種消防設備士（資格者区分コード168）及び乙種消防設備士（資格者区分コード169）は、備考欄に”甲種又は乙種”及び”１類～特類”
を記載してください。

※7 技術職員に変更があった場合には、遅滞なく変更後名簿（全技術職員）を提出してください。

※8 退職の場合は見え消しにて記入してください。

※9 記入欄が足りない場合は適宜別紙を追加してください。

営業所技術者（特定営業所技術者）※3
◎法第７条第2項・法第15条第2項
※該当する工種を記入すること。

氏　　名 生年月日

※4
業種

コード

※5
有資格区分

コード

※4
業種

コード

※5
有資格区分

コード

※4
業種

コード

※5
有資格区分

コード

監理技術者
資格者証
交付番号 備考 ※6

提出日を記入

記入例

K(2025.10）



0 1 1 1 2 1

0 2 1 2 2 2

0 3 1 3 2 3

0 4 1 4 2 4

0 5 1 5 2 5

0 6 1 6 2 6

0 7 1 7 2 7

0 8 1 8 2 8

0 9 1 9 2 9

1 0 2 0

建設業業種区分　業種コード表（工事種類）

業種
コード 工事種類

業種
コード 工事種類

業種
コード 工事種類

土木一式工事 鋼構造物工事 熱絶縁工事

建築一式工事 鉄筋工事 電気通信工事

大工工事 舗装工事 造園工事

左官工事 しゅんせつ工事 さく井工事

とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 板金工事 建具工事

石工事 ガラス工事 水道施設工事

屋根工事 塗装工事 消防施設工事

電気工事 防水工事 清掃施設工事

管工事 内装仕上工事 解体工事

ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事 機械器具設置工事

別表１



◎ ：監理技術者となり得る資格

〇 ：主任技術者となり得る資格【丸枠内の数字は資格取得後、必要な当該業種の実務経験年数】

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土
木
一
式

建
築
一
式

大
工
左
官

と
び
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト

石屋
根
電
気
管タ
イ
ル
・
レ
ン
ガ

鋼
構
造
物

鉄
筋
舗
装
し
ゅ
ん
せ
つ

板
金
ガ
ラ
ス

塗
装
防
水
内
装
仕
上

機
械
器
具
設
置

熱
絶
縁

電
気
通
信

造
園
さ
く
井

建
具
水
道
施
設

消
防
施
設

清
掃
施
設

解
体

111 ◎ ◎ ◎

―

212 〇 〇 〇

―

113 ◎ ③ ◎ ◎ ③ ③ ◎ ③ ◎ ◎ ◎ ③ ③ ③ ◎ ③
◎
注
１

11H ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

土木 214 〇 ⑤ 〇 〇 ⑤ ⑤ 〇 ⑤ 〇 〇 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 〇 ⑤
〇
注
１

鋼構造物塗装 215 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 〇 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

薬液注入 216 ⑤ 〇 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

土木 21J ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

鋼構造物塗装 21K ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

薬液注入 21L ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

120 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ③ ◎ ◎ ③ ③ ③
◎
注
１

12C ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

建築 221 〇 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤
〇
注
１

躯体 222 〇 ⑤ 〇 ⑤ ⑤ 〇 〇 〇 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤
〇
注
１

仕上げ 223 〇 〇 ⑤ 〇 〇 〇 ⑤ 〇 〇 〇 〇 〇 ⑤ 〇 〇 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

22D ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

127 ◎ ③ ③

12E ③ ③

228 〇 ⑤ ⑤

22F ⑤ ⑤

129 ◎ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

12G ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

230 〇 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

23A ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

131 ◎

―

232 〇

―

133 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ◎ ③ ③ ③ ③

13D ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

234 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 〇 ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

23E ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

001

002

003 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

004

建設工事関係技術職員資格区分コード表

建設業の種類

１級建設機械施工管理技士

１級建設機械施工管理技士補

２級建設機械施工管理技士

２級建設機械施工管理技士補

１級土木施工管理技士

１級土木施工管理技士補

１級建築施工管理技士

１級建築施工管理技士補

２級建築施工管理技士補

１級電気工事施工管理技士

１級電気工事施工管理技士補

２級電気工事施工管理技士

２級電気工事施工管理技士補

１級管工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士補

２級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士補

１級電気通信工事施工管理技士

１級電気通信工事施工管理技士補

２級電気通信工事施工管理技士

２級電気通信工事施工管理技士補

１級造園施工管理技士

１級造園施工管理技士補

２級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士補

法第７条第２号イ該当（指定学科卒業後３又は５
年の実務経験）

法第７条第２号ロ該当（１０年の実務経験）

法第１５条第２号ハ該当（同号イと同等以上）

法第１５条第２号ハ該当（同号ロと同等以上）

指定建設業

根拠法令 資格区分

有
資
格
区
分
コ
ー
ド

確
認
書
類

２級土木施工
管理技士

種
別

２級土木施工
管理技士補

種
別

２級建築施工
管理技士

種
別

実務経
験証明
書

実務経験を有する業種

大臣認
定証

建設業法
（技術検定）

「合格証
明書」

　又は

「技術検
定試験
合格通
知書」

別表２



◎ ：監理技術者となり得る資格

〇 ：主任技術者となり得る資格【丸枠内の数字は資格取得後、必要な当該業種の実務経験年数】
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建設工事関係技術職員資格区分コード表

建設業の種類

指定建設業

根拠法令 資格区分

有
資
格
区
分
コ
ー
ド

確
認
書
類

別表２

137 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

238 〇 〇 〇 〇 〇

239 〇

062
合格証
明書

① ①

142 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎
注
１

141 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎
注
１

143 ◎ ◎

144 ◎ ◎

146 ◎ ◎

145 ◎

148 ◎ ◎ ◎

147 ◎ ◎

149 ◎ ◎ ◎

150 ◎

151 ◎ ◎ ◎

153 ◎ ◎

154 ◎ ◎ ◎

152 ◎

155 〇

256 ③

電気事業法
（電気主任技術者国
家試験等）

258 免状 ⑤

電気通信事業法
（電気通信主任技術
者試験）

259 免状 ⑤

235 ③

― ③

水道法
（給水装置工事主任
技術者試験）

265 免状 ①

168 〇

169 〇

浄化槽法
400
(独自
ｺｰﾄﾞ)

免状

171 〇

271 ③

164 〇 〇

264 ③
〇
注
９

172 〇

272 ③

157 〇 〇

257
〇
注
１０

③

173 〇

273
〇
注
９

166 〇

266
〇
注
１１

１級建築士

２級建築士

木造建築士

建築設備士（注２）

建設（「鋼構造及びコンクリート」）・総合技術監理
（建設）（「鋼構造及びコンクリート」）

建設「鋼構造及びコンクリート」を除く・総合技術
監理（建設「鋼構造及びコンクリート」を除く）

農業「農業農村工学」・総合技術監理（農業「農業
農村工学」）

電気電子・総合技術監理（電気電子）

機械「熱・動力エネルギー機器｣又は｢流体機器」・総合
技術監理（機械「熱・動力エネルギー機器｣又は｢流体
機器」）
機械「熱・動力エネルギー機器｣及び｢流体機器」を除
く・総合技術監理（機械「熱・動力エネルギー機器｣及び
｢流体機器」を除く）

上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術
監理（上下水道「上下水道及び工業用水道）

上下水道（「下水道」）・総合技術監理（上下水道）
（「下水道」）

水産「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土
木」）

森林｢林業・林産」・総合技術監理（森林｢林業・林
産」）

森林｢森林土木」・総合技術監理（森林｢森林土
木」）

衛生工学「水質管理」・総合技術監理（衛生工学
「水質管理」）

衛生工学「廃棄物・資源循環」・総合技術監理（衛
生工学「廃棄物・資源循環」）

衛生工学「建築物環境衛生管理」・総合技術監理
（衛生工学「建築物環境衛生管理」）

第１種電気工事士

第２種電気工事士

電気主任技術者（１種 ・ 2種 ・ 3種）

電気通信主任技術者

工事担任者（第一級アナログ通信及び第一級デジタル
通信の両方）の交付を受けた者（注８）

工事担任者（総合通信）の交付を受けた者（注８）

給水装置工事主任技術者

甲種消防設備士

乙種消防設備士

浄化槽設備士（注13）

１級建築大工

２級建築大工

１級型枠施工

２級型枠施工

１級左官

２級左官

１級とび

２級とび

１級コンクリート圧送施工

２級コンクリート圧送施工

１級ウェルポイント施工

２級ウェルポイント施工

建築士法
（建築士試験）

免許証

電気工事士法
（電気工事士試験）

免状

電気通信事業法
（工事担任者）

資格者
証

消防法
（消防設備士試験）

免状

技術士法
（技術士試験）

「登録
証」

　又は

「技術士
登録等
証明書」

職業能力開発促進
法
（技能検定）

技能検
定合格
証書



◎ ：監理技術者となり得る資格

〇 ：主任技術者となり得る資格【丸枠内の数字は資格取得後、必要な当該業種の実務経験年数】

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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建設工事関係技術職員資格区分コード表

建設業の種類

指定建設業

根拠法令 資格区分

有
資
格
区
分
コ
ー
ド

確
認
書
類
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174 〇

274 ③

176 〇

276 ③

177 〇

277 ③

178 〇

278 ③

179 〇 〇

279 ③ ③

180 〇

280 ③

181 〇

281 ③

182 〇

282 ③

183 〇

283 ③

170 〇 〇 〇

270 ③ ③ ③

184 〇 〇

284 ③ ③

186 〇

286 ③

187 〇

287 ③

189 〇

289 ③

167 〇

192 〇

292 ③

194 〇

294 ③

195 〇

295 ③

196 〇

296 ③

197 〇

297 ③

198 〇

298 ③

１級冷凍空気調和機器施工

２級冷凍空気調和機器施工

１級配管（選択科目「建築配管作業」）

２級配管（選択科目「建築配管作業」）

１級タイル張り

２級タイル張り

１級築炉

２級築炉

１級ブロック建築

２級ブロック建築

１級石材施工

２級石材施工

１級鉄工

２級鉄工

１級鉄筋施工（選択科目「鉄筋施工図作成作業」
及び｢鉄筋組立て作業」）

２級及び３級鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作
成作業」及び｢鉄筋組立て作業」）

１級工場板金

２級工場板金

１級建築板金「ダクト板金作業」

２級建築板金「ダクト板金作業」

１級建築板金「ダクト板金作業」以外

2級建築板金「ダクト板金作業」以外

１級かわらぶき

２級かわらぶき

１級ガラス施工

２級ガラス施工

１級塗装

２級塗装

路面標示施工

１級畳製作・内装仕上げ施工・表装

２級畳製作・内装仕上げ施工・表装

１級熱絶縁施工

２級熱絶縁施工

１級建具制作・カーテンウォール施工・サッシ施工

２級建具制作・カーテンウォール施工・サッシ施工

１級造園

２級造園

１級防水施工

２級防水施工

１級さく井

２級さく井

職業能力開発促進
法
（技能検定

技能検
定合格
証書



◎ ：監理技術者となり得る資格

〇 ：主任技術者となり得る資格【丸枠内の数字は資格取得後、必要な当該業種の実務経験年数】
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建設工事関係技術職員資格区分コード表

建設業の種類

指定建設業

根拠法令 資格区分

有
資
格
区
分
コ
ー
ド

確
認
書
類

別表２

061
①
注
1２

①

040 〇

063 ① ①

060 〇

登録電気工事基幹技能者 〇 〇

登録橋梁基幹技能者 〇 〇

登録造園基幹技能者 〇

登録コンクリート圧送基幹
技能者

〇

登録防水基幹技能者 〇

登録トンネル基幹技能者 〇

登録建設塗装基幹技能者 〇

登録左官基幹技能者 〇

登録機械土工基幹技能者 〇

登録海上起重基幹技能者 〇

登録PC基幹技能者 〇 〇

登録鉄筋基幹技能者 〇

登録圧接基幹技能者 〇

登録型枠基幹技能者 〇

登録配管基幹技能者 〇

登録鳶・土工基幹技能者 〇

登録切断穿孔基幹技能者 〇

登録内装仕上工事基幹技
能者

〇

登録サッシ・カーテン
ウォール基幹技能者

〇

登録エクステリア基幹技
能者

〇 〇 〇

登録ALC基幹技能者 〇

登録建築板金基幹技能者 〇 〇

登録外壁仕上基幹技能者 〇 〇 〇

登録ダクト基幹技能者 〇

登録保温保冷基幹技能者 〇

登録ウレタン断熱基幹技
能者

〇

登録グラウト基幹技能者 〇

登録冷凍空調基幹技能者 〇

登録運動施設基幹技能者 〇 〇 〇

登録基礎工基幹技能者 〇

登録タイル張り基幹技能
者

〇

登録標識・路面標示基幹
技能者

〇 〇

登録土工基幹技能者 〇

登録発破・破砕基幹技能
者

〇

登録圧入基幹技能者 〇

登録送電線工事基幹技能
者

〇 〇

地すべり防止工事士（注３）

基礎ぐい工事（注４）

1級計装士（注５）

解体工事施工技士（注６）

合格証
明書

その他

基幹技能者
（注７）

種目 064
講習修
了証



◎ ：監理技術者となり得る資格

〇 ：主任技術者となり得る資格【丸枠内の数字は資格取得後、必要な当該業種の実務経験年数】
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建設工事関係技術職員資格区分コード表

建設業の種類

指定建設業

根拠法令 資格区分

有
資
格
区
分
コ
ー
ド

確
認
書
類

別表２

登録消化設備基幹技能者 〇

登録建築大工基幹技能者 〇

登録建築測量基幹技能者 〇

登録硝子工事基幹技能者 〇

登録さく井基幹技能者 〇

登録解体基幹技能者 〇

登録あと施工アンカー基
幹技能者

〇

※有資格区分コードは、群馬県経営事項審査申請の技術職員有資格区分コードを準拠しています。（一部独自コード有）

【備考】
（注１）

（注２）
（注３）
（注４）

（注５）

（注６）
（注７）

（注８）
（注９）

（注１０）
（注１１）
（注１２）
（注１３）

解体工事業について、技術検定に係る資格は平成２７年度までの合格者について、技術士試験資格に係る資格は当面の間、資格とは別に、解体工事に関する１年以上の実務経験を有している（「実務経験
証明書」を提出）又は登録解体工事講習を受講（「登録解体工事講習修了証」を提出）していることが必要です。
建築士法第二条第五項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格をいいます。
地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には一般社団法人斜面防災対策技術協会が行う地すべり防止工事試験が該当します。
基礎ぐい工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には一般社団法人日本基礎建設協会及び一般社団法人コンクリートパイル建設技術協会が
行う基礎施工士試験が該当します。
建築物等に計装装置等を設置する工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には一般社団法人日本計装工業会が行う１級の計装士技術審査
が該当します。
解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験が該当します。
建設業法施行規則第十八条の三第二項第二号の登録基幹技能者講習を終了した者をいい、単一の建設業の種類における実務経験を１０年以上有する場合について、当該建設業の種類における技術者と
して認められます。なお、平成３０年４月１日の施行以前に講習を修了した者のうち、対応する建設業の種類に関して１０年以上の実務経験を有していないものについては実務経験年数を１０年以上有するに
至った時点で当該要件を満たすものとします。
令和３年４月１日以降に工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者及び総務大臣の認定を受けた者に限ります。
合格後、コンクリート工事に関し三年以上実務の経験を有する者
合格後、とび工事に関し三年以上実務の経験を有する者
合格後、土工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
合格後、土工工事に関し一年以上実務の経験を有する者
要「管工事施工管理技士」

その他
基幹技能者
（注７）

種目 064
講習修
了証


